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・河川の増水状況、堤防の漏水状況、浸水・氾濫の拡大状況等の状況変化

の程度を容易に認識でき、事態の緊急性を理解できる情報

・映像等をベースに、一目でわかるビジュアル化された情報

・情報入手先の多元化、伝達媒体の多様化、配信先の体系化

１． 避難勧告等の情報を入手していない状況下でも的確な判断・行動に
つながる災害状況等の情報の提供

・現在の避難勧告等の内容は、

行動の指示のみの情報で、

事態の危険性が実感できな

い。

現 状現 状

防災無線による避難勧告の呼びかけ放送（例）

○月○○日 ○時○○分

過去にない雨量になっています。

河川の増水により、床上浸水のおそれが

あります。

○○地区、○○地区に避難勧告を発令し

ました。

○○川の西側の避難場所は○○公民館、

○○川の東側の避難場所は○○小学校

です。避難場所に避難してください。

避難の際には、薬、懐中電灯、最低限の

着替え、食べ物、飲み物などを持参してくだ

さい。

具体の対応具体の対応

堤防の危険性

自ら判断して早めに避難可能

被災範囲

氾濫域

メディア等

雨量と水位の急激な
変化がわかる図
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２． 管理水準の区分設定と管理内容の基準化

河川の「管理内容」のイメージ

沖積平野を
流れる大河川
（直轄の大河川等）

扇状地を形成する
急流河川

（直轄・都道府県
管理ともに存在）

河 川 の 特 性 管 理 内 容 の 一 例

・水文観測（水位・流量等）
・堤防、水門、樋門等の巡視・点検⇒ 堤防除草、修繕等
・流下能力の調査 ⇒ 河道の浚渫等
・漏水危険度の調査 ⇒ 遮水シートの敷設等

・水文観測（水位・流量等）
・堤防、水門、樋門等の巡視・点検⇒ 堤防除草、修繕等
・樹木調査等 ⇒ 樹木の伐開等
・堤防浸食の危険度の調査 ⇒ 護岸ブロックの敷設等

・水門、樋門等の巡視・点検 ⇒ 修繕等

・水文観測（水位・流量等）
・堤防、水門、樋門等の巡視・点検⇒ 堤防除草、修繕等

山間部の中小河川
（直轄河川上流部の
都道府県管理河川等）

平野部の中小河川
（都道府県管理の
中小河川等）

２



①施設の維持管理のための巡視点検等
・堤防、水門・樋門等の巡視点検
・堤防基礎地盤調査や土質調査 など
②河川の状況の把握のための基礎資料の収集
・河川縦横断測量
・水文（雨量・水位・流量）観測
・河床材料調査
・河道内樹木調査

河川の治水上の機能全体が発揮するよう状態を
機動的に改善
・水門・樋門等の施設更新
・堤防の嵩上げ及び質的強化
・河道掘削
・河道内樹木閥開

地域社会と協働実施

状態の監視

①施設の維持管理のための評価
・堤防、水門・樋門等の機能評価
河川の状況の評価
・河道の流下能力の評価
・河床変動の評価
・河道内樹木の繁茂の評価
③洪水時の危機管理体制の評価
・洪水予測及び氾濫の精度評価
・水防資機材の調達状況の評価
・洪水時の行動計画の策定

状態の評価

状態が常に変化
・降雨流出の変化 ・流域状況の変化 ・土砂の移動 ・河床の変化 ・植生の変化 ・施設機能の変化 ・住民意識の変化 等

状態の改善

地域社会への適切な
情報提供と共有

～ＰＤＣＡ型河川管理の概念図～
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水害被害を最小化するため、被害想定を行い、各機関と連携した防災行動計画を策定

社会経済全体を捉えた被害想定

破堤等した場合の地域社会や経済
等に与える影響を想定

利根川が破堤した場合、３３兆円の被害
が予想されている

総合的な危機管理の活動要領を策定

決壊場所

ヘリコプターの派遣

排水ポンプ車の派遣

自衛隊による救援

「いつ、だれが、なにをするか」を具体的に計画

堤防開削による下流被害の軽減

被害想定を基に、地方公共団体や関係機関と連携し、
救助・救援・復旧・復興が行われるよう、災害時行動マ
ニュアルを予め定めるとともに、防災業務計画や地域
防災計画へ反映させる。

氾濫予測地域への車両通行を規制

破堤に備えた資機材の備蓄

埼玉県

茨城県

利
根
川

江
戸
川

さいたま市

３． 整備途上段階でも被害の最小化を図る危機管理体制の構築
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災害調査体制の現状災害調査体制の現状

４．大規模な自然災害等が発生した後の原因究明等についての調査検討体制の確立

昨年度は、想定を越える外力により、各地で
災害が発生し、各地で委員会等を設置し、原
因究明、復旧対策等について検討

Ａ委員会
・原因究明
・復旧対策等の検討

Ｂ委員会
・原因究明
・復旧対策等の検討

Ｃ委員会
・原因究明
・復旧対策等の検討

○知見が散逸的○知見が散逸的
○被災直後における迅速な検討体制が不十分○被災直後における迅速な検討体制が不十分
○類似の災害が発生する可能性のある地域に○類似の災害が発生する可能性のある地域に
おいて検討の知見が生かされないおいて検討の知見が生かされない

常設の自然災害調査等委員会（仮称）を設置常設の自然災害調査等委員会（仮称）を設置

自然災害調査等委員会自然災害調査等委員会

事業の事後評価の的確な実施と今後の類事業の事後評価の的確な実施と今後の類
似災害の防止似災害の防止

災害後の適切・迅速な調査災害後の適切・迅速な調査

常設の自然災害調査等委員会（仮称）の設置により、治水等事業の事後評価としてその効果等

の的確な検証、一定規模以上の災害や特殊な災害等についての迅速な調査を実施。

一定規模以上の災害・特殊な災害等
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越流堤 

堤防 

周囲堤 

遊水地

利根川 田中遊水地

越流堤

遊水地は、低平地において氾濫原の地形を活かしながら、越流堤から一定規模以上の洪
水を遊水地に流し込み、効果的に洪水調節を行うものである。遊水地

洪水時 平常時

５．土地利用状況等を考慮した多様な整備手法の展開

６



水防災（地上げ方式）

整備前 整備後

肱川

肱川

７

肱川 五郎駅前地区



輪中堤

輪中堤

輪中堤

雄
物
川

水防災（輪中堤）
雄物川 強首地区
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黒部川

○：霞堤

氾濫した洪水が戻る
霞堤

洪水時には、堤防と堤防の間
の隙間から水を溢れさせ、流
れを緩和させる

霞堤は、急流河川において洪水の流れを緩和させるとともに、堤内地に氾濫した
水をすみやかに戻すためのものである。

霞堤は、連続した堤防ではなく、はじめから堤防と堤防の間に隙間を開けた形で、
断続的に築いたものである。

霞 堤
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鳴瀬川
鳴瀬川

東東

北北

本本

線線

国
道
３
４
６
号

国
道
３
４
６
号

鹿島台町市街地鹿島台町市街地

通常の堤防

二線堤

吉田川吉田川

破堤箇所

二線堤

吉田川吉田川

１０

鳴瀬川鳴瀬川

鳴瀬川 吉田川合流点付近



筑
後
川

巨瀬川 →

国道２１０号線

筑
後
川
本
川
か
らの

氾
濫
流

筑後川本川上流からの
氾濫を巨瀬川左岸の
横堤（控堤）により市街地を防御

巨瀬川
横堤（控堤）

横 堤

１１

巨瀬川 善導寺地区



水位が上がると堤内地全体が浸水し河川区域の設定が不明確

狭窄部等の無堤区間における規制区域の設定（新たな概念の河川区域）

阿武隈川 丸森地区

１２



河 川 区 域 新たな河川区域
が必要か

１３

もし、堤防を造るとなると家を移
転しなければならない。また堤防
用地で土地がつぶれる。



６．孤立化等を防止する施設の整備

現 状 新しい施策

孤立化の防止を図り、人的被害の拡大や救助救援活動への支障となることを防ぐ

効 果

土砂災害による孤立化のおそれがある地域を抽出し、孤立化防止のための計画を作成

目 標

土砂災害により、交通網
等が遮断され市町村役
場などの重要施設が孤
立化する恐れのある地
域では、人的被害の拡
大や救助救援活動が困
難になることが予想され
るため、孤立化が生じな
いような対策が必要。

○渓流や海岸沿いに位置し迂回路のな
い地域で一定規模以上の人口や集落等
のまとまりを有する地域を対象に土砂災
害時孤立化防止地域（仮称）を抽出選定

○孤立化防止砂防計画（仮称）を作成
・保全対策の対象外力のランクアップ
・交通網の保全に資する箇所の優先整備

Ｈ１５．７福井豪雨災害 美山町の事例
（福井豪雨に係る関係省庁調査団資料抜粋）
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７．行政を含む地域の水防対応力の向上

平常時も含め河川管理者等が災害時における市町村長含め市町村の対応を支援する仕組み
の構築、水防技術の向上、水防時に広域的な支援が可能となる仕組みの構築により地域の
水防対応力を向上。

水防対応力水防対応力の現状の現状

○大きな自然災害は頻繁に発生するものでもなく、○大きな自然災害は頻繁に発生するものでもなく、
水害の被災経験も減少水害の被災経験も減少

➢➢市町村が水害等に対する地域の危険性を把握市町村が水害等に対する地域の危険性を把握
できず、的確な判断等ができない場合があるできず、的確な判断等ができない場合がある

○水防団等の団員の減少と高齢化○水防団等の団員の減少と高齢化

災害時における市町村への支援災害時における市町村への支援 水防技術の向上と効率的な水防活動の推進水防技術の向上と効率的な水防活動の推進

➢河川管理者等は、出水期前には、河川等の整備➢河川管理者等は、出水期前には、河川等の整備
（危険）状況、ハザードマッ（危険）状況、ハザードマッ プの活用方法等にプの活用方法等につつ
いて予め説明いて予め説明

➢➢緊急時には、市町村長に対して直接、河川水位緊急時には、市町村長に対して直接、河川水位
の変化等の状況説明とあわせ各種情報に関するの変化等の状況説明とあわせ各種情報に関する
解釈をアドバイスする仕組みを構築解釈をアドバイスする仕組みを構築

➢➢市町村長向けの行動マニュアルの作成市町村長向けの行動マニュアルの作成

➢水災防止研修（仮称）の新設、他の防災機関が➢水災防止研修（仮称）の新設、他の防災機関が
実施する研修への水災関係カリキュラムの追加実施する研修への水災関係カリキュラムの追加

➢地域の関係機関が一体となった総合的な水災➢地域の関係機関が一体となった総合的な水災
防止訓練の実施防止訓練の実施 等等

○水防技術の平易化○水防技術の平易化
➢簡易な水防工法の開発➢簡易な水防工法の開発
➢土嚢製造機の使用や大型土嚢の利用➢土嚢製造機の使用や大型土嚢の利用 など、水防など、水防
活動の機械化活動の機械化

○広域的な水防活動の支援○広域的な水防活動の支援
➢➢緊急時の水防資機材の効率的な調達のための緊急時の水防資機材の効率的な調達のための

使用・在庫に関する情報共有化使用・在庫に関する情報共有化
➢➢水防車両の配備・出動体制などを定めた広域的水防車両の配備・出動体制などを定めた広域的
な水防活動支援のための行動計画の作成な水防活動支援のための行動計画の作成
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会長特別プロジェクト
●教育の現場における防災教育
の体系的カリキュラムの提案

●カリキュラムを補助する教材
の作成（冊子・ビデオ・ＤＶＤ等）

●プロジェクトへの参画

●企画及び運営への協力

●地方整備局等の知見や資料の提供

平
成
16
年
度

「国民の防災意識向上に関する
特別委員会」
●企画立案及び企画案の審議

「各小委員会（ＷＧ）」
●個別カリキュラム及びコンテ
ンツの制作・企画

①委員会への参画

②企画内容の助言

③映像資料の提供

●映像教材等（第１編）の
完成・頒布

●第２編等の企画

●モデル地域の選定

●現場での実践の支援

●意見等のフィードバック

平
成
17
年
度

土木学会 国土交通省

９．防災教育等の推進についての支援

土木学会プロジェクトとの連携の例

１６


